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(57)【要約】
【課題】作業機を装着した状態で路上を走行する場合で
も適切な状態での路上の走行ができる作業車両を提供す
る。
【解決手段】作業車両における制御装置（７）は、作業
機（９０）の昇降位置のうち路上の走行に適した路上用
昇降範囲のデータを有するとともに、車体（２）が圃場
（２０１）の外側にいることを識別した場合に昇降位置
検知センサ（７３）で検知される作業機（９０）の昇降
位置が前記路上用昇降範囲内でないと判別したときに作
業機（９０）の昇降位置が適切でないことを警告する情
報を報知装置（２０）に報知させるよう制御する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体（２)と、
　前記車体（２）に装着される作業機（９０）と、
　前記作業機（９０）を昇降させる昇降装置（８）と、
　前記作業機（９０）の昇降位置を検知する昇降位置検知センサ（７３）と、
　前記車体（２）が圃場の外側にいることを識別する識別手段（１０）と、
　運転者に情報を報知する報知装置（２０）と、
　前記昇降装置（８）および報知装置（２０）の動作を制御する制御装置（７）と、
を備え、
　前記制御装置（７）は、前記作業機（９０）の昇降位置のうち路上の走行に適した路上
用昇降範囲のデータを有するとともに、前記識別手段（１０）が圃場の外側にいることを
識別した場合に前記昇降位置検知センサ（７３）で検知される昇降位置が前記路上用昇降
範囲内でないと判別したときに前記作業機（９０）の昇降位置が適切でないことを警告す
る情報を前記報知装置（２０）に報知させるよう制御することを特徴とする作業車両。
【請求項２】
　前記作業機（９０）の昇降位置が適切でないことを警告する情報が報知された場合、前
記作業機（９０）を前記路上用昇降範囲内におさめるための昇降動作を前記昇降装置（８
）に実行させる路上用昇降スイッチ（３０）を備えることを特徴とする請求項１に記載の
作業車両。
【請求項３】
　前記識別手段（１０）は、前記車体（２）が圃場の外側から内側に入ることを識別し、
　前記制御装置（７）は、前記作業機（９０）の昇降位置のうち圃場に入るときに適した
圃場用昇降範囲のデータを有するとともに、前記識別手段（１０）が圃場の外側から内側
に入ることを識別した場合に前記昇降位置検知センサ（７３）で検知される昇降位置が前
記圃場用昇降範囲内でないと判別したときに前記作業機（９０）の昇降位置が適切でない
ことを警告する情報を前記報知装置（２０）に報知させるよう制御することを特徴とする
請求項１又は２に記載の作業車両。
【請求項４】
　前記制御装置（７）は、前記作業機（９０）の昇降位置が前記圃場用昇降範囲内でない
と判別したとき、前記作業機（９０）を前記圃場用昇降範囲内の最上の位置に上昇させる
動作を前記昇降装置（８）に実行させるよう制御することを特徴とする請求項３に記載の
作業車両。
【請求項５】
　前記識別手段（１０）は、前記車体（２）の自己位置を測位する測位装置（１０１）で
構成されており、
　前記制御装置（７）は、圃場の位置データを有するとともに、前記測位装置（１０１）
で測位される自己位置が前記圃場の位置データに照らして圃場の外側であるか否かを識別
することを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の作業車両。
【請求項６】
　前記制御装置（７）は、前記測位装置（１０１）で測位される自己位置が前記圃場の位
置データに照らして圃場の外側から内側に入るか否かを識別することを特徴とする請求項
５に記載の作業車両。
【請求項７】
　前記車体（２）に設けられる左右の後輪のブレーキを作動させる左右のブレーキペダル
（１７Ｌ，１７Ｒ）と、前記左右のブレーキペダル（１７Ｌ，１７Ｒ）の連結を解除でき
ない状態と当該連結を解除できる状態のいずれか一方に切り替える切替えレバー（２２）
とを備え、
　前記識別手段（１０）は、前記切替えレバー（２２）の切り替えを検知する切替え検知
センサ（７６）で構成されており、
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　前記制御装置（７）は、前記切替え検知センサ（７６）から前記切替えレバー（２２）
が前記連結を解除できない状態に切り替えられた情報を入手したときに前記車体（２）が
圃場の外側にいると識別することを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の作業車
両。
【請求項８】
　前記制御装置（７）は、前記切替え検知センサ（７６）から前記切替えレバー（２２）
が前記連結を解除できる状態に切り替えられた情報を入手したときに前記車体（２）が圃
場の外側から内側に入ると識別することを特徴とする請求項７に記載の作業車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トラクタ等の作業車両に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、トラクタ等の作業車両として、路上を走行するときに後続車両への注意喚起をす
るための反射板が車体の後方に装着される作業機により隠蔽されて視認できないことを防
ぐため、反射板の近傍に反射板を遮蔽する遮蔽物の有無を検出する検出センサを設け、そ
の検出センサにより遮蔽物が有ることが検出されると、反射板が遮蔽された状態であるこ
とを報知するよう構成された作業車両が知られている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－１０８６８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、作業車両においては、作業機を装着した状態で路上を走行しようとした
場合、特許文献１等に記載の作業車両のように反射板の後方における遮蔽物の存在を検出
して報知するだけでは、不適切な状態にあるにもかかわらず路上の走行ができてしまうこ
とがあった。不適切な状態とは、例えば、作業機が遮蔽物として検出されず全く上昇され
ていない状態にある場合や、作業機が適切な高さまで上昇されておらず路面等に接触しや
すい状態にある場合、上昇させても遮蔽物として検出されない形状の作業機において上昇
させすぎることで重心が高くなって高速走行が不安定になる場合等である。
【０００５】
　そこで、本発明は、作業機を装着した状態で路上を走行する場合でも適切な状態で路上
の走行ができる作業車両を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の上記課題は、以下の手段により解決される。
【０００７】
　すなわち、請求項１に記載の発明は、車体（２)と、前記車体（２）に装着される作業
機（９０）と、前記作業機（９０）を昇降させる昇降装置（８）と、前記作業機（９０）
の昇降位置を検知する昇降位置検知センサ（７３）と、前記車体（２）が圃場の外側にい
ることを識別する識別手段（１０）と、運転者に情報を報知する報知装置（２０）と、前
記昇降装置（８）および報知装置（２０）の動作を制御する制御装置（７）とを備え、
　前記制御装置（７）は、前記作業機（９０）の昇降位置のうち路上の走行に適した路上
用昇降範囲のデータを有するとともに、前記識別手段（１０）が圃場の外側にいることを
識別した場合に前記昇降位置検知センサ（７３）で検知される昇降位置が前記路上用昇降
範囲内でないと判別したときに前記作業機（９０）の昇降位置が適切でないことを警告す
る情報を前記報知装置（２０）に報知させるよう制御することを特徴とする作業車両であ
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る。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の作業車両において、前記作業機（９０）の
昇降位置が適切でないことを警告する情報が報知された場合、前記作業機（９０）を前記
路上用昇降範囲内におさめるための昇降動作を前記昇降装置（８）に実行させる路上用昇
降スイッチ（３０）を備えることを特徴とする作業車両である。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の作業車両において、前記識別手段（
１０）は、前記車体（２）が圃場の外側から内側に入ることを識別し、前記制御装置（７
）は、前記作業機（９０）の昇降位置のうち圃場に入るときに適した圃場用昇降範囲のデ
ータを有するとともに、前記識別手段（１０）が圃場の外側から内側に入ることを識別し
た場合に前記昇降位置検知センサ（７３）で検知される昇降位置が前記圃場用昇降範囲内
でないと判別したときに前記作業機（９０）の昇降位置が適切でないことを警告する情報
を前記報知装置（２０）に報知させるよう制御することを特徴とする作業車両である。
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の作業車両において、前記制御装置（７）は
、前記作業機（９０）の昇降位置が前記圃場用昇降範囲内でないと判別したとき、前記作
業機（９０）を前記圃場用昇降範囲内の最上の位置に上昇させる動作を前記昇降装置（８
）に実行させるよう制御することを特徴とする作業車両である。
【００１０】
　請求項５に記載の発明は、請求項１乃至４のいずれかに記載の作業車両において、前記
識別手段（１０）は、前記車体（２）の自己位置を測位する測位装置（１０１）で構成さ
れており、前記制御装置（７）は、圃場の位置データを有するとともに、前記測位装置（
１０１）で測位される自己位置が前記圃場の位置データに照らして圃場の外側であるか否
かを識別することを特徴とする作業車両である。
　請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の作業車両において、前記制御装置（７）は
、前記測位装置（１０１）で測位される自己位置が前記圃場の位置データに照らして圃場
の外側から内側に入るか否かを識別することを特徴とする作業車両である。
【００１１】
　請求項７に記載の発明は、請求項１乃至４のいずれかに記載の作業車両において、前記
車体（２）に設けられる左右の後輪のブレーキを作動させる左右のブレーキペダル（１７
Ｌ，１７Ｒ）と、前記左右のブレーキペダル（１７Ｌ，１７Ｒ）の連結を解除できない状
態と当該連結を解除できる状態のいずれか一方に切り替える切替えレバー（２２）とを備
え、前記識別手段（１０）は、前記切替えレバー（２２）の切り替えを検知する切替え検
知センサ（７６）で構成されており、前記制御装置（７）は、前記切替え検知センサ（７
６）から前記切替えレバー（２２）が前記連結を解除できない状態に切り替えられた情報
を入手したときに前記車体（２）が圃場の外側にいると識別することを特徴とする作業車
両である。
　請求項８に記載の発明は、請求項７に記載の作業車両において、前記制御装置（７）は
、前記切替え検知センサ（７６）から前記切替えレバー（２２）が前記連結を解除できる
状態に切り替えられた情報を入手したときに前記車体（２）が圃場の外側から内側に入る
と識別することを特徴とする作業車両である。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に記載の発明によれば、車体が圃場の外側にいることが識別された場合に作業
機の昇降位置が路上用昇降範囲内でないと判別されると、作業機の昇降位置が適切でない
ことを警告する情報が報知されるので、運転者は作業機の昇降位置が適切でないことを知
ることができ、作業機が不適切な状態にあるにもかかわらず路上を走行してしまうことが
防止される。
　したがって、本発明によれば、作業機を装着した状態で路上を走行する場合でも適切な
状態で路上の走行ができる。
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【００１３】
　請求項２に記載の発明によれば、運転者は作業機の昇降位置が適切でないことを警告す
る情報が報知された後に路上用昇降スイッチを操作することで、作業機を路上用昇降範囲
内におさめるための昇降動作を開始することができる。これにより、運転者は路上用昇降
スイッチを操作する前に作業車両の周囲の状況を確認することができ、作業機の昇降動作
を安全に行うことが可能になる。
【００１４】
　請求項３に記載の発明によれば、車体が圃場の外側から内側に入ることが識別された場
合に作業機の昇降位置が圃場用昇降範囲内でないと判別されると、作業機の昇降位置が適
切でないことを警告する情報が報知されるので、運転者は作業機の昇降位置が適切でない
ことを知ることができ、作業機が不適切な状態にあるにもかかわらず圃場の内側に入るよ
う走行してしまうことが防止される。これにより、運転者は、作業機を装着した状態で圃
場の内側に入る場合でも適切な状態で圃場内に入ることができる。
　請求項４に記載の発明によれば、車体が圃場の外側から内側に入るときに作業機の昇降
位置が圃場用昇降範囲内でない場合には、作業機が圃場用昇降範囲の最上の位置に上昇さ
せられる。これにより、運転者は、作業機を装着した状態で圃場の内側に入るときに、適
切な状態で確実に圃場内に入ることができる。
【００１５】
　請求項５に記載の発明によれば、識別手段が測位装置で構成されるので、車体が圃場の
外側にいることが制御装置における自己位置と圃場の位置データとの照合により素早く識
別されるようになり、作業機の昇降位置が路上用昇降範囲内でないと判別されるときの報
知装置による報知まで迅速に行われるようになる。
　請求項６に記載の発明によれば、車体が圃場の外側から内側に入ることが制御装置にお
ける自己装置と圃場の位置データとの照合により素早く識別されるようになり、作業機の
昇降位置が圃場用昇降範囲内でないと判別されるときの報知装置による報知まで迅速に行
われるようになる。
【００１６】
　請求項７に記載の発明によれば、識別手段が切替えレバーの切替え検知センサで構成さ
れるとともに、切替え検知センサから切替えレバーが連結を解除できない状態に切り替え
られた情報を入手したときに制御装置により車体が圃場の外側にいることを推測して識別
することになるので、識別手段が測位装置で構成される場合に比べると、識別手段を安価
に構成することができる。
　請求項８に記載の発明によれば、切替え検知センサから切替えレバーが連結を解除でき
る状態に切り替えられた情報を入手したときに制御装置により車体が圃場の外側から内側
に入ることを推測して識別することになり、識別手段が測位装置で構成される場合に比べ
ると、車体の位置を簡易的に識別することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は本発明の各実施形態に係るトラクタを示す左側面図である。
【図２】図２は作業機の駆動装置と作業機の昇降位置との関係を示す概要図である。
【図３】図３は操縦席の前方側の構成を示す概略斜視図である。
【図４】図４（Ａ）は図３の前方側の一部を示す右側概略斜視図、図４（Ｂ）は図４（Ａ
）の前方側の一部における一部を示す概略拡大図である。
【図５】図５（Ａ）は操縦席の後方側の構成を示す概略斜視図、図５（Ｂ）は図５（Ａ）
の後方側の一部における一部を拡大して示す概略斜視図である。
【図６】図６は第１の実施形態における制御装置の構成を示すブロック図である。
【図７】図７は圃場、公道等の位置情報とトラクタの位置を地図形式に模して示す概要図
である。
【図８】図８は第１の実施形態における制御処理を示すフローチャート図である。
【図９】図９は第１の実施形態において行う報知の内容を示す概要図である。
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【図１０】図１０は第２の実施形態における制御処理を示すフローチャート図である。
【図１１】図１１は第２の実施形態において行う報知の内容を示す概要図である。
【図１２】図１２は圃場、公道等の位置情報とトラクタの別の位置を地図形式に模して示
す概要図である。
【図１３】図１３は第３の実施形態における制御装置の構成を示すブロック図である。
【図１４】図１４は第３の実施形態における制御処理を示すフローチャート図である。
【図１５】図１５（Ａ）は切替えレバーの一状態を示す概略斜視図、図１５（Ｂ）は切替
えレバーの他の状態を示す概略斜視図である。
【図１６】図１６は第３の実施形態における他の制御処理を示すフローチャート図である
。
【図１７】図１７は変形例における設定パネル２９の構成を示す概要図である。
【図１８】図１８（Ａ）は変形例におけるポジションレバーの一状態と構成を示す概略斜
視図、図１８（Ｂ）は変形例における高さ検知センサ等の構成を示す概略斜視図である。
【図１９】図１９は変形例における障害物検知センサ等の構成を示す概要図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００１９】
［第１の実施形態］
　第１の実施形態に係る作業車両の一例であるトラクタ１は、図１に示されるように、車
体フレーム２にエンジン３、動力伝達装置４、左右一対の前輪５および後輪６、操縦席９
等の機器が搭載されている。
　このうちエンジン３は、車体フレーム２に対して開閉可能に設けられたボンネットカバ
ー１１で覆われて形成されるエンジンルーム内に配置されている。動力伝達装置４は、主
変速装置、副変速装置等で構成されている。操縦席９は、車体フレーム２の後方側の位置
に配置されており、座席部９ａ、床面部９ｂ、キャビン部９ｃ等を有している。キャビン
部９ｃは、屋根部、窓部、ドア部、囲い壁部等を組み合わせて操縦席９の空間を形成して
いる。
【００２０】
　トラクタ１は、エンジン３の動力を左右の前輪５と後輪６の双方とに伝達して駆動させ
る四輪駆動（４ＷＤ）と左右の後輪６のみに伝達して駆動させる二輪駆動（２ＷＤ）とに
切り替え可能になっている。
　また、トラクタ１は、車体フレーム２や動力伝達装置４の後部に、ロータリ耕うん装置
等の作業機９０を着脱可能に装着して昇降動させる昇降装置８や、作業機９０で利用され
る回転動力を出力するＰＴＯ軸４９が設けられている。
【００２１】
　昇降装置８は、例えば３点リンク形式の昇降機構で構成されている。この昇降装置８は
、図１、図２等に示されるように、作業機９０を昇降可能に支持する左右一対のロワアー
ム８１と、左右一対のリフトアーム８２と、リフトアーム８２とロワアーム８１との間を
連結する左右一対のリフトロッド８３と、リフトアーム８２を上下に揺動させる昇降シリ
ンダ８４と、トップリンク８５等を組み合わせて構成されている。また、昇降装置８は、
昇降シリンダ８４を作動させてリフトアーム８２の自由端を上下に揺動させることにより
、３点リンクを介して作業機９０がロワアーム８１の前端にある支持軸８１ａを中心にし
て揺動するよう矢印Ｄ１，Ｄ２で示す方向に昇降動する。
【００２２】
　図１および図２に示される作業機９０は、ロータリ耕うん装置である。このロータリ耕
うん装置は、回転軸９１を中心にして回転する耕うん爪９２、駆動連結軸９３、駆動伝達
装置９４、連結部９５、耕うん深度調整アーム９６等を有している。耕うん爪９２は、図
面中では回転時の外側の軌跡円として示されている。
【００２３】
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　操縦席９の前方には、図１、図３等に示されるように、操縦席９の床面部９ｂから立設
されたステアリングコラム（ハンドルポスト）２１上にステアリングホイール（ハンドル
）１２が設けられている。ステアリングホイール１２は、左右に回転操作することにより
図示しない操舵装置を介して前輪５の向きを調整できるようになっている。
【００２４】
　また、ステアリングホイール１２の前方には、ダッシュボードの一部を占めるようにメ
ーターパネル１３が設けられている。メータパネル１３は、トラクタ１における走行速度
、設定内容、現在の状態、警告内容等の各種の情報を表示する表示手段等で構成されてお
り、運転者に必要な情報を報知する報知装置２０としても機能するようになっている。
　ステアリングコラム２１の上部でステアリングホイール１２の下方側の周辺部分には、
図３等に示されるように、前後進切替えレバー１４、スロットルレバー１５等が設けられ
ている。前後進切替えレバー１４は、前進走行と後進走行との切り替えを行うように操作
されるレバーである。スロットルレバー１５は、エンジン３の回転数を所定の範囲（例え
ば、所定の低速回転数と高速回転数の２種類）内で選択するよう操作されるレバーである
。
【００２５】
　また、操縦席９の床面部９ｂやステアリングコラム２１の下部の周辺部分には、図３等
に示されるように、アクセルペダル１６、左右のブレーキペダル１７Ｌ，１７Ｒ、クラッ
チペダル１８、ＰＴＯ変速レバー１９、ブレーキ連結・解除用の切替えペダル２４と、切
替えペダル２のロック・ロック解除用の切替えレバー２２等が設けられている。
【００２６】
　アクセルペダル１６は、エンジン３の回転数を任意に変更するときに踏み込んで操作さ
れる。左右のブレーキペダル１７Ｌ，１７Ｒは、左右の後輪６Ｌ，６Ｒにおける図示しな
いブレーキ装置を作動させるときに踏み込んで操作される。クラッチペダル１８は、図示
しない前後進クラッチを作動させるときに踏み込んで操作される。ＰＴＯ変速レバー１９
は、ＰＴＯ軸４９の回転の速度や方向の切り替えが行われる図示しないＰＴＯ変速部を作
動させるときに操作される。
【００２７】
　また、ステアリングコラム２１の上部には、図４（Ａ）に示されるように、モード切替
えスイッチ２３やキースイッチ３１が設けられている。
【００２８】
　モード切替えスイッチ２３は、図４（Ｂ）に拡大して示されるようにダイヤル式のもの
であり、主に、路上走行モードとしての「路上走行」と、作業走行モードとしての「耕う
ん」とに切り替えることができるように構成されている。
　路上走行モードとしての「路上走行」は、公道を走行するときや、圃場の出入り、傾斜
地等の場所を走行するときに適した機能や動作が予め選定されており、例えば４ＷＤ，２
ＷＤの駆動切り替え機能や水平切替え等が実行されるよう設定されている。
　作業走行モードとしての「耕うん」は、圃場等の作業場において行われる作業に適した
機能や動作が予め選定されている。その機能や動作としては、例えば、４ＷＤに固定され
ること、後進に切り替えたときやステアリングホイール１２を切ったときに作業機９０を
自動で上昇させること、旋回時に内側の後輪６に自動的にブレーキをかけること等の機能
や動作であり、これらが実行されるよう設定されている。
　モード切替えスイッチ２３には、カスタマイズ設定モードとしての「こだわり」も用意
されている。このカスタマイズ設定モードとしての「こだわり」は、主に作業時の機能に
ついて運転者が任意に選択変更することが可能なモードであり、主に作業走行モードとし
ての「耕うん」における機能や動作の採用の有無を選択することができる。
【００２９】
　また、この実施形態におけるモード切替えスイッチ２３では、路上走行モードとしての
「路上走行」には、作業機９０を後述する路上用昇降範囲におさめるための昇降動作を自
動で実行させる機能を付加している。実際には、路上走行モードに「公道走行」という新
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規の選択モードを増設している。このためモード切替えスイッチ２３における公道走行の
機能付きの「路上走行」のスイッチ部分は、作業機９０を路上用昇降範囲におさめるため
の昇降動作を自動で昇降装置８に実行させる路上用昇降スイッチ３０として機能する。
【００３０】
　また、操縦席９の床面部９ｂの左脇には、左側操作部が設けられている。この左側操作
部には、図５（Ａ）に示されるように、副変速装置の切り替えを行う副変速レバー２５が
設けられている。
　副変速レバー２５は、副変速ギヤ機構におけるギヤの組み合わせとして、例えば低速段
、中速段および高速段の３種類の副変速段を選択して切り替えることができるよう操作さ
れる。
【００３１】
　さらに、操縦席９の座席部９ａの右脇には、右側操作部が設けられている。この右側操
作部には、図５（Ｂ）に示されるように、主変速装置の切り替えを行う主変速レバー２６
や、作業機９０の昇降位置を選択して設定するポジション（コントロール）レバー２７や
、ＰＴＯ入切スイッチ２８や、各種の動作内容の詳細な設定を行う設定パネル２９等が設
けられている。
　主変速レバー２６は、主変速装置におけるギヤの組み合わせとして、例えば１段（低速
側）から１５段（高速側）までの複数の主変速段のいずれかに切り替えることができるよ
う操作される。ポジションレバー２７は、作業機９０の昇降位置として、例えば１段（最
低の位置）から８段（最上の位置）までの複数の昇降位置を自由に選択して設定すること
ができるよう操作される。
【００３２】
　また、トラクタ１は、図１等に示されるように、トラクタ１（車体フレーム２）が作業
を行う予定の圃場の外側にいることを識別する識別手段１０として、トラクタ１（車体フ
レーム２）の位置を測位する測位装置１０１を備えている。
【００３３】
　測位装置１０１は、測位衛星から送信される測位信号を受信して車体フレーム２の現在
の位置を測定する装置である。この測位装置１０１は、ＧＰＳ（Global  Positioning  S
ystem）等の衛星測位システムを使用した装置であり、例えば、図６等に示されるように
、測位衛星から送信される測位信号を受信するアンテナ等の受信部１０１ａと、受信部１
０１ａで受信した測位信号から座標位置を算出する計測部１０１ｂを有している。
【００３４】
　さらに、トラクタ１は、図６に示されるように、トラクタ１の各種の動作について制御
するための制御装置７を備えている。
　制御装置７は、例えばマイクロコンピュータ等で構成されており、メモリ部７１に格納
されている制御用のプログラムやデータに基づいて必要な判別や制御を行うよう作動する
よう構成されている。メモリ部７１は、内部に配置されている記憶素子に限らず、外部に
接続されて使用される外部記憶装置などを含むものである。
【００３５】
　制御装置７は、制御情報を入手するため図示しない各種のセンサ等の機器と接続されて
いるが、この実施形態における制御装置７では少なくとも以下の機器が接続されている。
　すなわち、制御装置７は、ポジションレバー２７の選択した昇降位置（の段数）を検知
するポジション検知センサ７２、作業機９０の実際の昇降位置を検知する昇降位置検知セ
ンサ７３、モード切替えスイッチ２３の切り替えたモードを検知するモード切替えセンサ
７４、ＰＴＯ入切スイッチ２８の入切の状態を検知するＰＴＯ入切センサ７５等が接続さ
れており、その各センサ７２～７５等で検知された情報が入力されるようになっている。
　このうち昇降位置検知センサ７３は、例えば、実際にリフトアーム８２の位置を検知し
、その位置情報から作業機９０の実際の昇降位置を換算して得るよう構成されている。
【００３６】
　一方、制御装置７は、制御対象の機器に制御情報（信号）を送信するように接続されて
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いるが、この実施形態における制御装置７では、作業機９０を昇降動させる昇降装置８を
駆動させる昇降駆動装置８０、報知装置２０としても機能するメータパネル１３を駆動さ
せるパネル駆動装置１３１等と少なくとも接続されており、その昇降駆動装置８０やパネ
ル駆動装置１３１等に必要な制御信号を送信するようになっている。
　ここで、制御装置７は、例えば、ポジションレバー２７の選択した昇降位置の情報がポ
ジション検知センサ７２から得られると、作業機９０が選択された昇降位置でとどまるよ
う昇降装置８の動作を制御する。
【００３７】
　また、制御装置７は、測位装置１０１の計測部１０１ｂで得られる測位情報（座標位置
）を予め作業走行する予定の圃場や路上走行する公道等に関する位置データと照合して車
体フレーム２の現在の位置（自己位置）を検出する位置検出部として機能するようになっ
ている。
【００３８】
　位置検出部は、ソフトウェアからなる機能部分として構成されるものである。位置デー
タは、制御装置７におけるメモリ部７１に予め格納されている。この位置データは、図７
に地図形式に模して例示されるように、少なくとも作業走行する予定の圃場２０１（Ａ，
Ｂ，Ｄ，Ｆ）の位置情報のみに限られず、例えば、その圃場の周辺になる領域（例えば作
業走行する予定のない周辺にある圃場２０１Ｃ，２０１Ｅや公道等に関する位置情報を含
むものであっても勿論よい。
【００３９】
　そして、トラクタ１においては、作業機９０の昇降位置のうち路上の走行に適した路上
用昇降範囲のデータが制御装置７のメモリ部７１に格納されている。
【００４０】
　路上の走行に適した路上用昇降範囲は、予め実験等で試行して確認したうえで設定され
るが、例えば以下のような範囲である。
　すなわち、路上用昇降範囲は、路上を走行するときに作業機９０の一部（最下部）が路
上に接触することを回避するために必要な地面２００（公道２０２の路面）からの下限の
高さＨ１と、路上を走行するときに作業機９０が加わることにより重心位置が高くなる傾
向があって転倒等の危険が発生しにくい安全な走行状態を確保するために必要な地面２０
０（公道２０２の路面）からの上限の高さＨ２との間におさまる範囲である。下限の高さ
Ｈ１としては、例えば２０ｃｍ程度が好ましい。
　この場合、作業機９０の最下部としては、例えば、複数の耕うん爪９２のうち最も下方
に位置しているときの耕うん爪９２における下端部９２ｄなどが該当する。また、上限の
高さＨ２は、作業機９０の上昇可能な最高の高さよりも低い高さに設定される。
【００４１】
　図２では、例えば昇降装置８におけるリフトアーム８２を符合８２Ｄで示すリフトアー
ムの位置まで下げたときの状態にあるロワアーム８１Ｄに支持された作業機９０の昇降位
置が下限の高さＨ１にあることを示している。また、昇降装置８におけるリフトアーム８
２を符合８２Ｔで示すリフトアームの位置まで上げたときの状態にあるロワアーム８１Ｔ
に支持された作業機９０の昇降位置が上限の高さＨ２にあることを示している。
　また図２において二点鎖線で示すロワアーム８１Ｌは、最下位の状態まで下げられたと
きの状態である。
【００４２】
　また、トラクタ１においては、その稼動時に、制御装置７が制御動作の１つとして、図
８に示されるように、車体フレーム２が圃場２０１の外側（通常は路上）にいるか否かの
識別又は判別や、作業機９０の昇降位置が上記路上用昇降範囲内であるか否かの判別や、
作業機９０の昇降位置が上記路上用昇降範囲内でないと判別したときに報知装置２０でも
あるメータパネル１３に警告情報を報知させる動作を行うよう構成されている。
【００４３】
　次に、制御装置７による作業機９０の昇降位置に関する制御動作について説明する。
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【００４４】
　制御装置７では、トラクタ１がキースイッチ３１の入り操作により稼働している間は、
図８に示されるように車体フレーム２が圃場２０１の外側にいるか否かを識別する動作が
行われる（ステップＳ１０）。
　この際、制御装置７では、測位装置１０１の計測部１０１ｂからの座標位置に基づいて
上記位置検出部で得られる車体フレーム２の位置情報とメモリ部７１に格納されている圃
場２０１の位置データとを照合することで、車体フレーム２が圃場２０１の外側にいるか
否かが判別される。ここで、トラクタ１が例えば図７に示されるように作業走行をした圃
場２０１Ｂから公道に移動すると、車体フレーム２が圃場２０１の外側にいると識別され
る。また、制御装置７が公道の位置データまで有している場合は、公道に移動したトラク
タ１の前後方向が図７に例示されているトラクタ１のように公道の走行方向とほぼ平行す
る位置関係になっていることまでを判別したときに、車体フレーム２が圃場２０１の外側
にいると識別するように構成してもよい。
【００４５】
　ステップＳ１０において車体フレーム２が圃場２０１の外側にいることが識別されると
、制御装置７では、作業機９０の昇降位置が上記路上用昇降範囲内であるか否かを判別す
る動作が続けられる（ステップＳ１１）。
　この際、制御装置７では、昇降位置検知センサ７３で検知される作業機９０の昇降位置
が上記路上用昇降範囲（数値範囲）に含まれるか否かが判別される。なおこのときの判別
動作では、ポジションレバー２７が選択する昇降位置に関するポジション検知センサ７２
から得られる情報は利用されない。
【００４６】
　続いて、ステップＳ１１において作業機９０の昇降位置が上記路上用昇降範囲内でない
と判別されると、制御装置７では、パネル駆動装置１３１を通してメータパネル１３に作
業機９０の昇降位置が適切でないことを警告する情報を報知させるための制御が行われる
（ステップＳ１２）。
　一方、ステップＳ１１において作業機９０の昇降位置が上記路上用昇降範囲内であると
判別された場合は、一連の制御動作が終了する。
　このときの報知は、例えば図９に示されるように「作業機を路上走行用位置にしてくだ
さい。」のような警告メッセージを、メータパネル１３における表示画面部１３ａ（図６
）に表示することで行われる。またこのときの報知は、図９に例示されるような「注意。
ここは公道です。」等のトラクタ１が存在する場所を知らせる警告メッセージも併せて表
示することで行うようにするとよい。
【００４７】
　トラクタ１の運転者は、このような報知が行われることにより、作業機９０を装着した
状態で路上を走行しようとしたときに作業機９０の昇降位置が適切でない状態にあること
を知ることができる。また、この報知においてトラクタ１が存在する場所を知らせる警告
メッセージも併せて表示された場合は、運転者に対してより有効な注意喚起を促すことが
可能になる。
【００４８】
　そして、このトラクタ１では、運転者が作業機９０の昇降位置が適切でないことを知っ
たとき、その運転者自身が例えば、モード切替えスイッチ２３に路上用昇降スイッチ３０
として設けられた「路上走行（公道走行）」という路上走行モード（スイッチ部分）を選
択する操作を行うと、作業機９０の昇降位置が路上用昇降範囲内におさまるような昇降動
作が昇降装置８により行われるよう構成されている。
　このときの制御装置７は、上記報知が行われた後に、モード切替えセンサ７４からモー
ド切替えスイッチ２３が路上走行（公道走行）に切り替えられた検知情報を入手すると、
作業機９０を路上用昇降範囲におさまる予め設定された高さまで移動させる昇降動作を昇
降装置８が実行するよう昇降駆動装置８０を通して制御する。ちなみに、このトラクタ１
では、モード切替えスイッチ２３が路上走行（公道走行）に切り替えられると、ポジショ
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ンレバー２７を操作しても昇降装置８による作業機９０の昇降動作が変更されないよう抑
制作用が発生するよう構成されている。
【００４９】
　また、制御装置７は、上記報知を行った後も、作業機９０の昇降位置が上記路上用昇降
範囲内であるか否かを判別する動作を続けて行っている（ステップＳ１３）。このステッ
プＳ１３において作業機９０の昇降位置が上記路上用昇降範囲内であることを判別すると
、制御装置７は、メータパネル１３における警告メッセージの表示による報知を解除する
制御を行う（ステップＳ１４）。
　この実施形態では、運転者がモード切替えスイッチ２３を路上走行（公道走行）に切り
替えることで、昇降装置８が作動して作業機９０を上記路上用昇降範囲内におさめる昇降
動作が行われるが、そのときの作業機９０の実際の昇降位置についても昇降位置検知セン
サ７３で検知されるようになっている。
【００５０】
　以上のように、トラクタ１では、作業機９０を装着した状態で路上を走行しようとする
場合、作業機９０の昇降位置が適切な昇降範囲内でないときに警告の報知がされるので、
運転者は作業機９０を路上走行に適した昇降位置に移動させることを忘れていても、作業
機９０の昇降位置が適切でないことを知ることができ、作業機９０が不適切な昇降位置に
あるにもかかわらず路上を走行してしまうことが防止される。
【００５１】
　したがって、トラクタ１によれば、作業機９０を装着した状態で路上を走行する場合で
も適切な状態で路上を走行することができる。
　具体的には、作業機９０の昇降位置が路上の走行に適した下限の高さＨ１以上の高さに
された場合は、その路上走行をするときに作業機９０の一部が路面に接触するおそれが回
避される。また、作業機９０の昇降位置が路上の走行に適した上限の高さＨ２以下の高さ
にされた場合は、その路上走行をするときに作業機９０により重心位置が高くなりすぎて
安全走行に支障をきたすおそれも回避される。
【００５２】
　また、トラクタ１では、運転者は作業機９０の昇降位置が適切でないことを警告する情
報が報知された後にモード切替えスイッチ２３に配置された路上用昇降スイッチ３０を操
作することで、作業機９０を路上用昇降範囲内におさめるための昇降動作を開始すること
ができる。
　これにより、運転者は路上用昇降スイッチ３０を操作する前にトラクタ１の周囲の状況
を確認することができ、例えば上記報知とほぼ同時に作業機９０を路上用昇降範囲内にお
さめる昇降動作が自動で開始される場合に比べると、作業機９０の昇降動作を安全を確認
したうえで行うことが可能になる。
【００５３】
　［第２の実施形態］
　図１０には、本発明の第２の実施形態に係るトラクタの一部（制御の構成例）が示され
ている。
【００５４】
　第２の実施形態に係るトラクタは、制御装置７の制御処理を追加した以外は第１の実施
形態に係るトラクタ１と同じ構成のものである。
　すなわち、第２の実施形態に係るトラクタにおける制御装置７は、まず作業機９０の昇
降位置のうち少なくとも作業予定の圃場２０１に入るときに適した圃場用昇降範囲のデー
タがメモリ部７１に格納されている。圃場用昇降範囲は、例えば、作業機９０が昇降可能
な範囲のうち最も高い位置に上げられた位置（最上げの位置）が設定される。
【００５５】
　また、このときの制御装置７は、識別手段１０を構成する測位装置１０１の計測部１０
１ｂからの座標位置に基づいて車体フレーム２が圃場２０１の外側から内側に入ることを
識別するようになっている。圃場２０１の外側から内側に入ることとは、図１２に示され
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るようにトラクタ１が作業予定の圃場２０１の出入口に接近した位置（例えば出入口から
２ｍ以内の範囲位置）にいる状態である。また、圃場２０１の外側から内側に入ることに
ついては、トラクタ１の前後方向が図１２に例示するトラクタ１のように作業予定の圃場
２０１の出入口に接する公道の走行方向に対してほぼ交差する位置関係になっている状態
までを含めるようにしてもよい。
【００５６】
　さらに、このときの制御装置７は、図１０に示されるように、圃場２０１の外側から内
側に入ることを識別した場合に作業機９０の昇降位置が上記圃場用昇降範囲内でないと判
別したときに、作業機９０の昇降位置が適切でないことを警告する情報を報知装置２０で
もあるメータパネル１３に表示（図１１）して報知させるよう制御するようになっている
。
【００５７】
　次に、このときの制御装置７による作業機９０の昇降位置に関する制御動作について説
明する。
【００５８】
　制御装置７では、図１０に示されるように車体フレーム２が圃場２０１の外側から内側
にいるか否かを識別する動作が行われる（ステップＳ２０）。
　この際、制御装置７では、測位装置１０１の計測部１０１ｂからの座標位置に基づいて
上記位置検出部で得られる車体フレーム２の位置情報とメモリ部７１に格納されている圃
場２０１（その出入口を含む）の位置データとを照合することで、車体フレーム２が圃場
２０１の外側から内側に入るところか否かが判別される。
【００５９】
　ステップＳ２０において車体フレーム２が圃場２０１の外側から内側に入るところであ
ることが識別されると、制御装置７では、作業機９０の昇降位置が上記圃場用昇降範囲内
であるか否かを判別する動作が続けられる（ステップＳ２１）。
　この際、制御装置７では、昇降位置検知センサ７３で検知される作業機９０の昇降位置
が上記圃場用昇降範囲（数値範囲）に含まれるか否かが判別される。
【００６０】
　続いて、ステップＳ２１において作業機９０の昇降位置が上記圃場用昇降範囲内でない
と判別されると、制御装置７では、パネル駆動装置１３１を通してメータパネル１３に作
業機９０の昇降位置が適切でないことを警告する情報を報知させるための制御が行われる
（ステップＳ２２）。
　一方、ステップＳ２１において作業機９０の昇降位置が上記圃場用昇降範囲内であると
判別された場合は、一連の制御動作が終了する。
【００６１】
　このときの報知は、例えば図１１に示されるように「作業機を圃場出入口用位置にして
ください。」のような警告メッセージをメータパネル１３における表示画面部１３ａに表
示することで行われる。またこのときの報知は、図１１に例示されるような「注意。ここ
は圃場の出入口です。」等のトラクタ１が存在する場所を知らせる警告メッセージも併せ
て表示することで行うとよい。
【００６２】
　トラクタの運転者は、このような報知が行われることにより、作業機９０を装着した状
態で作業予定の圃場２０１の出入口からその内側に入ろうとしたときに作業機９０の昇降
位置が適切でない状態にあることを知ることができる。また、この報知においてトラクタ
が存在する場所を知らせる警告メッセージも併せて表示された場合は、運転者に対してよ
り有効な注意喚起を促すことが可能になる。
【００６３】
　そして、このトラクタでは、上記報知により運転者が作業機９０の昇降位置が適切でな
いことを知ったとき、例えば、上記報知の後に制御装置７の制御動作により作業機９０の
昇降位置が圃場用昇降範囲内におさまるような昇降動作が昇降装置８にて自動で実行され
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るよう構成されている。このときの作業機９０の昇降位置は、例えば、その昇降可能な範
囲のうち最上の位置である最上げの位置になる。
【００６４】
　また、このときの制御装置７においても、上記報知を行って作業機９０の最上げ位置へ
の昇降動作を昇降装置８に自動で実行させるときでも、作業機９０の昇降位置が上記圃場
用昇降範囲内であるか否かを判別する動作を続けて行っている（ステップＳ２３）。この
ステップＳ２３において作業機９０の昇降位置が上記圃場用昇降範囲内であることを判別
すると、制御装置７は、メータパネル１３における警告メッセージの表示による報知を解
除する制御を行う（ステップＳ２４）。
【００６５】
　以上のように、第２の実施形態に係るトラクタでは、作業機９０を装着した状態で作業
予定の圃場２０１の内側に入ろうとする場合、作業機９０の昇降位置が適切な昇降範囲内
でないときに警告の報知がされるので、運転者は作業機９０を圃場２０１の内側に入ると
きに適した昇降位置に移動させることを忘れていても、作業機９０の昇降位置が適切でな
いことを知ることができ、作業機９０が不適切な昇降位置にあるにもかかわらず圃場２０
１の内側に入ってしまうことが防止される。
【００６６】
　したがって、このトラクタによれば、作業機９０を装着した状態で圃場２０１の内側に
入ろうとしたときであっても、適切な状態で圃場２０１の内側に安全に入ることができる
。
　具体的には、作業機９０が最上げの昇降位置まで上げられた状態になるので、トラクタ
が前進で圃場２０１の内側に入るときに作業機９０の一部が圃場２０１の畔等に接触した
り引っ掛かったりするおそれが回避される。
【００６７】
　［第３の実施形態］
　図１３および図１４には、本発明の第３の実施形態に係るトラクタの一部（位置識別お
よび制御の構成例）が示されている。
【００６８】
　第３の実施形態に係るトラクタは、識別手段１０の構成と制御装置７の制御処理の一部
を変更した以外は第１の実施形態に係るトラクタ１と同じ構成のものである。
　すなわち、第３の実施形態に係るトラクタは、図１３に示されるように識別手段１０に
ついて測位装置１０１に代えて切替えレバー２２の切替え状態を検知する切替え検知セン
サ７６を用いることで構成しているとともに、図１４に示されるように制御装置７におい
て切替え検知センサ７６から切替えレバー２２が左右のブレーキペダル１７Ｌ，１７Ｒを
解除できない状態（ロックの状態）に切り替えられた情報を入手したときに車体フレーム
２が圃場２０１の外側にいると識別するように構成している。
【００６９】
　このトラクタでは、図１３に示されるように、識別手段１０を構成するため切替えレバ
ー２２の切り替えた状態を検知する切替え検知センサ７６を制御装置７に接続し、切替え
レバー２２の切り替え情報を位置の識別を行うために制御装置７に送信するように構成し
ている。
　ここで、切替えレバー２２は、左右のブレーキペダル１７Ｌ，１７Ｒを連結させて一体
で作動させる状態か又はその連結を解除して個別に作動させる状態のいずれか一方に切り
替えるときに操作された切替えペダル２４の状態をロックする（固定する）又はそのロッ
クを解除するものである。すなわち、切替えレバー２２は、左右のブレーキペダル１７Ｌ
，１７Ｒの連結させた状態を解除できない状態（ロック）とその連結の状態を解除できる
状態（ロック解除）のいずれか一方に切り替えるときに操作される。したがって、この切
替えレバー２２は、図１５（Ａ）に示されるように切替えペダル２４のロック状態を解除
した状態（「解除」の位置）と、図１５（Ｂ）に示されるように切替えペダル２４を操作
できないようようにロックした状態（「ロック」の位置）とのいずれか一方に、レバーの
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位置をずらして切り替えることができる。
【００７０】
　また、切替えレバー２２は、通常、公道等の路上を走行するときには連結を解除できな
い状態に切り替えられ、圃場での作業等をするときには連結を解除できる状態に切り替え
るよう使用される。
　このため、制御装置７は、切替え検知センサ７６から切替えレバー２２を解除できる状
態に切り替えられた情報を入手したときに、車体フレーム２が圃場２０１の外側にいると
みなして識別するように構成している。
【００７１】
　そして、この制御装置７による作業機９０の昇降位置に関する制御動作は、図１４に示
されるように、車体フレーム２が圃場２０１の外側にいるか否かを識別する動作（ステッ
プＳ３０）が少し異なるが、それ以降の動作（ステップＳ３１～Ｓ３４として示す動作）
については、第１の実施形態における制御装置７の対応する動作（図８にステップＳ１１
～Ｓ１４として示す動作）と同じである。
【００７２】
　制御装置７では、図１４に示すステップＳ３０において、切替えレバー２２が連結を解
除できない状態に切り替えられたか否かを識別する動作が行われる。この際、切替えレバ
ー２２が連結を解除できない状態に切り替えられたことを識別すると、制御装置７は車体
フレーム２が圃場２０１の外側にいるとみなし、それ以降の動作（ステップＳ３１～Ｓ３
４として示す動作）を行うようになっている。
【００７３】
　また、このトラクタにおいても、第１の実施形態に係るトラクタ１の場合と同様に、作
業機９０の昇降位置が適切な昇降範囲内でないときにステップ３２に示すような警告の報
知がされる。
　このため、運転者は作業機９０を路上走行に適した昇降位置に移動させることを忘れて
いても、作業機９０の昇降位置が適切でないことを知ることができ、作業機９０が不適切
な昇降位置にあるにもかかわらず路上を走行してしまうことが防止される。
　以上のように、このトラクタの場合でも、作業機９０を装着した状態で路上を走行する
場合でも適切な状態で路上を走行することができる。
【００７４】
　＜第３の実施形態の変形例＞
　第３の実施形態に係るトラクタにおいては、制御装置７において切替え検知センサ７６
から切替えレバー２２が左右のブレーキペダル１７Ｌ，１７Ｒの連結を解除できる状態に
切り替えられた情報を入手したときに車体フレーム２が圃場２０１の外側から内側に入る
ところであると識別するように構成してもよい。
【００７５】
　このように構成した場合、制御装置７による作業機９０の昇降位置に関する制御動作は
、図１６に示されるように、車体フレーム２が圃場２０１の外側から内側に入るところで
あるか否かを識別する動作（ステップＳ４０）が少し異なるが、それ以降の動作（ステッ
プＳ４１～Ｓ４４として示す動作）については、第２の実施形態における制御装置７の対
応する動作（図１０にステップＳ２１～Ｓ２４として示す動作）と同じにすればよい。
【００７６】
　このときの制御装置７では、図１６に示すステップＳ４０において、切替えレバー２２
が連結を解除できる状態に切り替えられたか否かを識別する動作が行われる。この際、切
替えレバー２２が連結を解除できる状態に切り替えられたことを識別すると、制御装置７
は車体フレーム２が圃場２０１の外側から内側に入るところであるとみなし、それ以降の
動作（ステップＳ４１～Ｓ４４として示す動作）を行うことになる。
【００７７】
　また、このように構成したトラクタにおいても、第２の実施形態に係るトラクタの場合
と同様に、作業機９０を装着した状態で作業予定の圃場２０１の内側に入ろうとする場合
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、作業機９０の昇降位置が適切な昇降範囲内でないときにステップ４２に示すような警告
の報知がされるようにする。
　このため、運転者は作業機９０を圃場２０１の内側に入るときに適した昇降位置に移動
させることを忘れていても、作業機９０の昇降位置が適切でないことを知ることができ、
作業機９０が不適切な昇降位置にあるにもかかわらず圃場２０１の内側に入ってしまうこ
とが防止される。
　以上のように、このトラクタの場合でも、作業機９０を装着した状態で圃場２０１の内
側に入る場合でも適切な状態で路上を走行することができる。
【００７８】
　［実施形態の他の変形例］
（ａ）　第１から第３の実施形態では、警告する情報の報知について、上記したように警
告メッセージをメータパネル１３の表示画面部１３ａに単純に表示させる構成を例示した
が、例えば、以下のような報知を行うように構成してもよい。
　報知として、メータパネル１３の表示画面部１３ａにおいて警告メッセージを点滅させ
て表示させる構成や、メータパネル１３にブザー、スピーカー等の音再生部１３ｂ（図６
）がある場合には警告音を発生させる構成や、表示画面部１３ａにおける警告メッセージ
の単純表示又は点滅表示と音再生部１３ｂにおける警告音の発生とを併用して行う構成な
どを採用することができる。
【００７９】
（ｂ）　第１の実施形態と第３の実施形態（その変形例を除く）では、警告する情報の報
知がなされた後に作業機９０を路上用昇降範囲におさめる昇降動作を実行させるきっかけ
については、モード切替えスイッチ２３に路上用昇降スイッチ３０として設けた「路上走
行（公道走行）」というスイッチ部分を選択して操作するという構成例を示した。
　しかし、それ以外にも、例えば、警告する情報の報知とほぼ同時に昇降装置８を作動さ
せて作業機９０を路上用昇降範囲内におさめる昇降動作を自動で開始して実行させる構成
や、警告する情報の報知がなされた後に運転者がポジションレバー２７を操作することで
作業機９０を路上用昇降範囲におさめる昇降動作を昇降装置８に実行させる構成などを採
用してもよい。
【００８０】
（ｃ）　第１の実施形態と第３の実施形態（その変形例を除く）では、作業機９０を路上
用昇降範囲におさめる昇降動作については、運転者がポジションレバー２７を操作するこ
とで昇降装置８に実行させるという構成を採用した場合、運転者がその都度ポジションレ
バー２７を操作して作業機９０の昇降位置を路上用昇降範囲内（特に上限の高さＨ２以下
）におさまる位置に設定することが意外にやりにくくわかりにくいこともある。
　この場合は、例えば、図１７に示されるように、設定パネル２９に作業機９０の路上用
上げ高さを調整するための「路上用上げ高さ」等の設定ダイヤル２９２を設けて対応して
もよい。このときの設定ダイヤル２９２は、作業機９０の路上走行における最大の上げ高
さ位置を任意に調整することができるものである。これにより、運転者が予め設定ダイヤ
ル２９２を操作して適切な設定をしておけば、路上走行をする場合、作業機９０の最大の
上げ高さ位置を自動で常に路上用昇降範囲における上限の高さＨ２以下におさまる位置に
することが可能になる。図１７中に示す矢印は、設定結果の一例を示す。
【００８１】
（ｄ）　第１から第３の実施形態では、警告する情報の報知の解除について、運転者がモ
ード切替えスイッチ２３を路上走行（公道走行）に切り替えることをきっかけにして解除
する構成例（最終的には昇降位置検知センサ７３で検知される実際の昇降位置の情報もト
リガーにしている）を例示したが、これに限定されず、以下に例示するような報知を解除
する構成を採用してもよい。
【００８２】
（ｄ－１）　報知の解除は、その報知の後に、図１８（Ａ）に示されるように、ポジショ
ンレバー２７（実施形態では１段から８段を有する構成）の選択段数に関する情報として
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特定の情報がポジション検知センサ７２から制御装置７に入手されることをきっかけ（条
件）にして行うように構成する。
　この場合、ポジション検知センサ７２からの特定の情報としては、例えば、路上走行時
の昇降位置に適した段数（例えば低い方の３段から６段までのいずれかの段数）であると
きの情報や、圃場出入口の進入時の昇降位置に適した段数（例えば高い方の７段又は８段
のいずれかの段数）であるときの情報を設定することができる。また、この場合、上記変
形例（ｂ）で説明した警告音の発生を報知の一部又は全部として採用するときには、その
警告音の発生の解除も同様に行うようにしてもよい。
【００８３】
（ｄ－２）　報知の解除は、その報知の後に、図４（Ｂ）に示されるモード切替えスイッ
チ２３が「路上走行」に切替えられた情報がモード切替えセンサ７４から制御装置７に入
手されることをきっかけにして行うように構成する。この場合、「路上走行」は公道走行
のための上記機能を付加したものでなくても構わない。また、この場合も、上記変形例（
ｂ）で説明した警告音の発生を報知の一部又は全部として採用するときには、その警告音
の発生の解除も同様に行うようにしてもよい。
【００８４】
（ｄ－３）　報知の解除は、その報知の後に、図１８（Ｂ）に示されるように昇降装置８
におけるリフトアーム８２の高さ（揺動により変位する特定の位置）を検知する高さ検知
センサ８７からの特定の情報が制御装置７に入手されることをきっかけにして行うように
構成する。この場合、高さ検知センサ８７からの特定の情報とは、リフトアーム８２の高
さが路上用昇降範囲や圃場用昇降範囲を満たすときに相当する高さの情報になる。また、
高さ検知センサ８７は、リフトアーム８２の揺動するときの角度を検知するものであって
も構わない。また、この場合も、上記変形例（ｂ）で説明した警告音の発生を報知の一部
又は全部として採用するときには、その警告音の発生の解除も同様に行うようにしてもよ
い。
【００８５】
（ｄ－４）　報知の解除は、その報知の後に、図１８（Ｂ）に示されるように昇降装置８
における水平シリンダ８６の伸縮量を検知する図示しない検知センサからの特定の情報が
制御装置７に入手されることをきっかけにして行うように構成する。この場合、検知セン
サからの特定の情報とは、水平シリンダ８６の伸縮量が路上用昇降範囲や圃場用昇降範囲
を満たすときに相当する伸縮量の情報になる。また、この場合も、上記変形例（ｂ）で説
明した警告音の発生を報知の一部又は全部として採用するときには、その警告音の発生の
解除も同様に行うようにしてもよい。
【００８６】
（ｄ－５）　報知の解除は、その報知の後に、トラクタに配置される図示しないカメラが
撮影する映像情報から作業機９０が路上用昇降範囲や圃場用昇降範囲を満たすときに相当
する高さ位置にあるとの所定の情報が図示しない画像解析手段などから制御装置７に入手
されることをきっかけにして行うように構成する。この場合も、上記変形例（ｂ）で説明
した警告音の発生を報知の一部又は全部として採用するときには、その警告音の発生の解
除も同様に行うようにしてもよい。
【００８７】
（ｄ－６）　報知の解除は、その報知の後に、図１９に実線で示されるように車体フレー
ム２や動力伝達装置４に設置する障害物検知センサ８８Ａから特定の検知範囲内に作業機
９０の一部が障害物として検知されなくなったという情報が制御装置７に入手されること
をきっかけにして行うように構成する。この場合、特定の検知範囲とは、作業機９０の下
方にある一部が路上用昇降範囲（下限の高さＨ１）や圃場用昇降範囲から外れた低い方の
高さ範囲である。障害物検知センサ８８Ａとしては、例えば赤外線センサ等が適用される
。また、この場合も、上記変形例（ｂ）で説明した警告音の発生を報知の一部又は全部と
して採用するときには、その警告音の発生の解除も同様に行うようにしてもよい。
　また、この変形例は、車体フレーム２側に設置する障害物検知センサ８８Ａに代えて、
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ら得られる情報を利用した構成にすることも可能である。
【００８８】
（ｅ）　第３の実施形態に係るトラクタの構成は、第１の実施形態に係るトラクタ１や第
２の実施形態に係るトラクタに追加して併用するようにすることも可能である。
　また、第１の実施形態や第３の実施形態（その変形例を除く）では、路上用昇降スイッ
チ３０をモード切替えスイッチ２３の一部のスイッチ部分として設けることに代えて、他
の部位（操縦席９の周辺部分のいずれかの位置）に設けるよう構成を採用してもよい。
　さらに、第１～第３の実施形態では、警告の報知を行う報知装置２０をメータパネル１
３に代えて別途設けるようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
　　この発明は、トラクタなどの農作業用の車両に限られず、それ以外の各種作業用の車
両にも適用することができる。
【符号の説明】
【００９０】
１　…トラクタ
２　…車体フレーム（車体）
７　…制御装置
８　…昇降装置
１０…識別手段
１７Ｌ，１７Ｒ…左右のブレーキペダル
２０…報知装置
２２…切替えレバー
３０…路上用昇降スイッチ
７３…昇降位置検知センサ
７６…切替え検知センサ
９０…作業機
１０１…測位装置（識別手段）
２０１　圃場
２０２　公道（路上）
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